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Ⅰ．補助金の検索と補助金情報の確認

手順1 画面上部の「補助金を探す」を押下して、「補助金を探す」画面を表示します。

 補助金の検索方法

検索をする前は、jGrants2.0に登録されている補助金が、

募集期間（締切日）の早い順に一覧で表示されます。

（補助金の表示順は次ページをご参照ください。）
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Ⅰ．補助金の検索と補助金情報の確認

手順2 検索したい補助金名のキーワードを入力し、「検索」を押下して補助金を検索します。

 補助金一覧に表示される補助金の順番は下記のとおりです。

 「募集期間内のものを表示」にチェックがある場合

→ 募集期間（締切日）の早い順に表示

 「募集期間内のものを表示」にチェックがない場合

→ 登録日の早い順（新しく作成された助成金順）に表示

入力したキーワードに関連する補助金の

みが表示されます。

「募集期間内のものを表示」のチェックを外すと、

募集を終了した過去の補助金も含めて検索できます。

キーワードは「採用定着」や

「安定化」など補助金名等の

キーワードでも検索できます。

 補助金の検索方法
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申請対象の補助金のリンクを押下すると、補助金の申請詳細画面に遷移します。手順1

Ⅰ．補助金の検索と補助金情報の確認

 補助金情報の確認方法
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Ⅰ．補助金の検索と補助金情報の確認

内容を確認し、公募要領等をダウンロードしてください。手順2

 補助金情報の確認方法

※使用するブラウザや設定によって、ダウンロード時の挙動は異なります。

GoogleChrome：ダウンロードが自動で開始します。

 ダウンロードファイルを確認したい場合は、ファイルのタイトルを押下します。
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Ⅰ．補助金の検索と補助金情報の確認

ダウンロードした公募要領・様式のファイルをもとに必要な書類を作成します。手順3

 補助金情報の確認方法

NO 書類名称 備考 部数

１ 事業実施計画書兼支給申請書（様式第1号） 1部

２ 事業実施計画書兼支給申請書（様式第1号内訳） 1部

３ 誓約書（様式第2号） ※代表者氏名は、署名（代表者自筆）としてください。

４

納税証明書

※申請日時点で、納期が確定した直近のもの

【法人の場合】
①法人都民税、②法人事業税（いずれも都税事務所発行）
【個人の場合】
①個人都民税（区市町村発行）、②個人事業税（都税事務所発行）
※法人・個人いずれの場合も①②両方必要です。
※納税状況等によって提出書類が異なるため、詳細については電子申請の手
引き（P15、16）を確認してください。

1部

５ 会社概要がわかるもの

【法人の場合】
・商業・法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書）
※発行日から3か月以内のもの
・資本金が5,000万円を超える場合は従業員数がわかる書類
【個人の場合】
・個人事業の開業・廃業等届出書の写し
・従業員数がわかる書類
※詳細等は、電子申請の手引き（P15、16）を確認してください。

各1部

６ 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（事業主通知用） 1部

７ 正規雇用したことがわかる書類（雇用契約書、労働条件通知書等）
※雇用契約書等の内容によっては就業規則を提出していただく場合がござい
ます。 1部

以下の書類は該当事業者のみ提出が必要です。

8 確定申告書B（第一表）の写し等
※非課税の場合は課税されないことが分かるものを提出してください。 1部

9 法人設立届の写し等

※申請日時点で初めての納付期限前の場合は、設立日、決算期、開業日が分
かるものとして以下の書類を提出してください。
①法人の場合：法人設立届の写し
②個人事業主の場合：個人事業の開業・廃業等届出書の写し

1部

10 賃貸借契約書、法人設立届、営業許可証等

※登記上の本店所在地と雇用保険適用事業所の所在地が異なる場合、登記上
の本店との同一性及び事業地での経営実態を確認するため、両者の所在地が
確認できる書類を提出してください。

1部

11 延長申請書（写し）等

※新型コロナウイルスの影響で申告延長を行っている場合は、以下の書類を
ご提出ください。
（原則①、近日で納付したため納税証明が発行されない場合は②を提出）
①納期が直近の納税証明書（申請日時点で、納期が確定した直近のもの）
②本来の決算期からの納付遅延の理由が新型コロナウイルス感染症であるこ
とがわかる書類（延長申請書・申請書に「新型コロナウイルス感染症によ
る」などの記載があるもの（写し））

1部

12 徴収猶予許可通知書（写し）等

※新型コロナウイルスの影響で納税猶予を受けている場合は、前年度分の納
税証明書及び徴収猶予許可通知書（写し）をご提出ください。
※徴収猶予許可通知書の「該当条項」のうち、「（地方税法第15条第1項第5
号）地方税法第15条第1項第（4）号に類似する事実があった」に☑が入って
いること。

1部
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申請をする場合は、画面下部の「申請する」ボタンを押下します。

「一覧に戻る」ボタンを押下すると、「補助金を探す」画面に戻ります。

※GビズIDのログイン後でないと「申請する」ボタンは表示されません

手順4

Ⅰ．補助金の検索と補助金情報の確認

ログイン前は「申請する」

ボタンが表示されません。

ログイン前

ログイン後

 補助金情報の確認方法

申請したいフォームの「申請する」

ボタンを押下します。
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Ⅱ．申請の流れとステータス

 申請フォーム入力の流れは以下のとおりです。

事業者 事務局

■ステータスの流れ

下書き中

申請済み

差戻し対応中

通知済み マイページより事業を選択した画面の「通知文
面」より審査結果を確認できます。

まだ申請されていません。申請内容を編集できます。

棄却済み

申請が完了しています。申請内容の修正や取消はで
きません

申請内容を修正し「申請する」を
押下します。申請済みに戻ります。

事業が棄却されました。この先の
手続きには進めません。

申請不備・応募要件へ
の非合致などがないか

なし

あり

審査中

ステータス名 ステータスの説明

下書き中 申請画面で、「一時保存する」ボタンを押下した後の状態です。

申請済み 申請画面で、「申請する」ボタンを押下した後の状態です。

差戻し対応中 申請内容が、事務局から差戻しをされた後の状態です。

棄却済み 申請内容が、事務局に棄却された後の状態です。

通知済み 通知が発出された後の状態です。

■ステータス一覧
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申請フォームへの入力を行います。手順

Ⅲ．支給申請（電子申請の手引き P.9、P.15～16）

申請情報を入力したら、「申請する」を押下してください。

まだ申請しない場合は、「一時保存する」を押下してください。

入力が必須の項目は「必須」マークが

ついています

 「一時保存する」ボタンは画面下部に常に押下できるよう配置されています。

 「一時保存する」ボタンを押下したデータは「マイページ」から再編集できます。

 支給申請の提出方法
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★ 利用規約

利用規約に同意される場合は、「はい」のラジオボタンを押下してください。

利用規約に同意いただけない場合は、助成金の申請を行うことができませんので、ご注

意ください。

★ 雇用創出・安定化支援に係る採用・定着促進助成金の申請について

本助成金の申請要件が記載されております。

以下の3項目に該当しない場合は本助成金の申請はできません。

□本助成金で定める中小企業事業主に該当するか

□東京労働局管内に雇用保険適用事業所があるか

□対象労働者を非正規雇用を経ずに、正規雇用労働者として採用し、6か月以上継続

雇用しているか

※上記を今一度ご確認・チェックしたうえでご申請ください。

上記の項目は必須項目のため、チェックがない場合は、申請いただけません。

Ⅲ．支給申請（電子申請の手引き P.9、P.15～16）

雇用創出・安定化支援に係る採用・定着促進助成金の申請について

★
★

★

★
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★印には、GビズID等の事業者情報が転記されています。

こちらの情報は、申請画面での編集ができません。

編集の必要がある場合は「Gビズサイト」にて編集を行ってください。

また①の「代表者役職」は、画面右上ユーザー名の右側にある▼を押下し、下に出てくる

「自社情報の確認・編集」を押下し、事前入力いただければ以後は自動転記されます。

未登録の場合は空欄となっていますので、入力をお願いします。

Ⅲ．支給申請（電子申請の手引き P.9、P.15～16）

事業者基本情報

① ②

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★
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Ⅲ．支給申請（電子申請の手引き P.9、P.15～16）

申請担当者の連絡先

担当者メールアドレスは、申請画面では編集することができません。
編集の必要がある場合は「Gビズサイト」より変更を行ってください。

★印には、GビズID等の事業者情報が転記されています。

こちらの情報は、編集の必要がある場合は編集を行ってください。

①の「連絡先電話番号」は、必須項目です。本助成金の申請担当者の連絡先をご入力

ください。

②の「担当者メールアドレス」には、GビズIDの登録情報が表示されます。

不明点や修正箇所が生じた場合などに、このメールアドレスに事務局からの連絡が届きま

すので、GビズIDの登録情報と本助成金のご担当者が異なる場合は、本助成金のご担

当者のメールアドレスに変更してください。

★ ★

★ ★

★ ★

②①



13

Ⅲ．支給申請（電子申請の手引き P.9、P.15～16）

提出書類

「電子申請の手引き」をご確認のうえ、申請に必要な書類（電子ファイル）を上記の
各項目にアップロードして提出してください。
※電子ファイルについては、原則PDF形式で提出してください。なお、1つの項目についてファイルが複数
ある場合は、zip形式に圧縮してください。
※不備または不足がある場合は、差戻しとなります。

※申請に必要な書類（電子ファイル）の提出欄です。
すべての項目が必須となっています。
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Ⅲ．支給申請（電子申請の手引き P.9、P.15～16）

※条件に該当する事業者のみ、書類をご提出いただく欄です。提出書類（該当事業者のみ）

提出書類（不備による追加書類） ※支給申請提出後、審査により財団から差戻しがあった際に、
追加書類をご提出いただく欄です。

申請に必要な項目の入力、書類添付等が

完了しましたら、「申請する」を押下します。
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マイページから申請履歴にある「（タイトルなし）」を押下します。手順１

Ⅳ．実績報告（電子申請の手引き P.11、17）

ボタンを押下します。

 実績報告の提出方法

手順２ 事業の詳細から「提出可能な申請」にある「実績報告フォーム」の申請ボタンを押下します。
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Ⅳ．実績報告（電子申請の手引き P.11、17）

提出書類

 申請に必要な資料の準備

NO 書類名称 備考 部数

１ 実績報告書（様式第６号） 1部

２
指導育成計画書（様式第６号別紙１）

【対象者全員分】

※指導育成計画書は所属長が必ず対象
労働者本人と面談をしてから作成し、
面談日(支援期間中の日付)を記載の上、
所属長署名欄、本人署名欄に自署し、
提出してください。

1部

３
メンター選任・指導報告書（様式第６号別紙２）

【対象者全員分】
1部

４
研修実施報告書（様式第６号別紙３）

【対象者全員分】
1部

５
研修内容（受講日、受講時間数等）がわかる研修通知書、

パンフレット、テキストいずれか一つの抜粋（写し）
1部

６
支援期間開始日を含む月から支援期間終了日を含む月まで

の出勤簿又はタイムカードの写し【対象者全員分】
1部

７

振込口座の通帳又はキャッシュカード等口座名義人（カタ

カナ）が記載されているものの写し（通帳の場合は、p.２

～３の見開きページの写し）

1部

※指導育成計画書、メンター選任・指導報告書、研修実施報告書は対象労働者１名
につき１部ずつ作成してください(支援期間中の日付を記入してください)。対象労
働者は内容を確認後、署名欄に自署してください。
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★印には、GビズID等の事業者情報が転記されています。

こちらの情報は、申請画面での編集ができません。

編集の必要がある場合は「Gビズサイト」にて編集を行ってください。

また①の「代表者役職」は、画面右上ユーザー名の右側にある▼を押下し、下に出てくる

「自社情報の確認・編集」を押下し、事前入力いただければ以後は自動転記されます。

未登録の場合は空欄となっていますので、入力をお願いします。

Ⅳ．実績報告（電子申請の手引き P.11、17）

事業者基本情報

① ②

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★
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Ⅳ．実績報告（電子申請の手引き P.11、17）

申請担当者の連絡先

担当者メールアドレスは、申請画面では編集することができません。
編集の必要がある場合は「Gビズサイト」より変更を行ってください。

★印には、GビズID等の事業者情報が転記されています。

こちらの情報は、編集の必要がある場合は編集を行ってください。

①の「連絡先電話番号」は、必須項目です。本助成金の申請担当者の連絡先をご入力

ください。

②の「担当者メールアドレス」には、GビズIDの登録情報が表示されます。

不明点や修正箇所が生じた場合などに、このメールアドレスに事務局からの連絡が届きま

すので、GビズIDの登録情報と本助成金のご担当者が異なる場合は、本助成金のご担

当者のメールアドレスに変更してください。

★ ★

★ ★

★ ★

②①
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提出書類

Ⅳ．実績報告（電子申請の手引き P.11、17）

提出書類（不備による追加書類） ※支給申請提出後、審査により財団から差戻しがあった際に、
追加書類をご提出いただく欄です。

※申請に必要な書類（電子ファイル）の提出欄です。
すべての項目が必須となっています。
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Ⅳ．実績報告（電子申請の手引き P.11、17）

支払金口座振替依頼 ※助成金支給に必要な口座情報をご入力いただく欄です。
すべての項目が必須となっています。

確認事項 ※事業者情報（GビズID）に変更がなければ、
ラジオボタンを押下してください。

申請に必要な項目の入力、書類添付等が

完了しましたら、「申請する」を押下します。
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マイページから申請履歴にある「（タイトルなし）」を押下します。手順１

Ⅴ．支給申請の撤回（電子申請の手引き P.10、16）

ボタンを押下します。

 支給申請の撤回の申請方法

手順２ 事業の詳細から「提出可能な申請」にある「支給申請の撤回フォーム」の申請ボタンを押下します。
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 申請に必要な資料の準備

★印には、GビズID等の事業者情報が転記されています。

こちらの情報は、申請画面での編集ができません。

編集の必要がある場合は「Gビズサイト」にて編集を行ってください。

また①の「代表者役職」は、画面右上ユーザー名の右側にある▼を押下し、下に出てくる

「自社情報の確認・編集」を押下し、事前入力いただければ以後は自動転記されます。

未登録の場合は空欄となっていますので、入力をお願いします。

Ⅴ．支給申請の撤回（電子申請の手引き P.10、16）

事業者基本情報

①

②

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

NO 書類名称 備考 部数

１ 申請撤回届（様式第５号）

支給申請後、電子申請の手引きp.10記載の撤回届提
出期限までに申請を撤回する場合は、左記の書類を
速やかにご提出ください。

1部

提出書類
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Ⅴ．支給申請の撤回（電子申請の手引き P.10、16）

申請担当者の連絡先

★印には、GビズID等の事業者情報が転記されています。

こちらの情報は、編集の必要がある場合は編集を行ってください。

①の「連絡先電話番号」は、必須項目です。本助成金の申請担当者の連絡先をご入力

ください。

②の「担当者メールアドレス」には、GビズIDの登録情報が表示されます。

不明点や修正箇所が生じた場合などに、このメールアドレスに事務局からの連絡が届きま

すので、GビズIDの登録情報と本助成金のご担当者が異なる場合は、本助成金のご担

当者のメールアドレスに変更してください。

★ ★

★ ★

★ ★

②①

担当者メールアドレスは、申請画面では編集することができません。
編集の必要がある場合は「Gビズサイト」より変更を行ってください。
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Ⅴ．支給申請の撤回（電子申請の手引き P.10、16）

※申請に必要な書類（電子ファイル）の提出欄です。提出書類

申請に必要な書類添付等が完了しました

ら、「申請する」を押下します。
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マイページから申請履歴にある「（タイトルなし）」を押下します。手順１

Ⅵ．事業実施計画の中止（電子申請の手引き P.10、16）

ボタンを押下します。

 事業実施計画の中止の申請方法

手順２ 事業の詳細から「提出可能な申請」にある「事業実施計画の中止フォーム」の申
請ボタンを押下します。
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 申請に必要な資料の準備

★印には、GビズID等の事業者情報が転記されています。

こちらの情報は、申請画面での編集ができません。

編集の必要がある場合は「Gビズサイト」にて編集を行ってください。

また①の「代表者役職」は、画面右上ユーザー名の右側にある▼を押下し、下に出てくる

「自社情報の確認・編集」を押下し、事前入力いただければ以後は自動転記されます。

未登録の場合は空欄となっていますので、入力をお願いします。

Ⅵ．事業実施計画の中止（電子申請の手引き P.10、16）

事業者基本情報

①

②

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

NO 書類名称 備考 部数

１
中止承認申請書（様式第９号）

※一部又は全部に○をつけてください。

撤回届提出期限の翌日以降に対象労働者の一部又は全
員が退職する等で事業実施計画を実施できない又は支
援期間中に取組が終了せず計画を中止する場合は、左
記の書類を速やかにご提出ください。

1部

提出書類
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Ⅵ．事業実施計画の中止（電子申請の手引き P.10、16）

申請担当者の連絡先

担当者メールアドレスは、申請画面では編集することができません。
編集の必要がある場合は「Gビズサイト」より変更を行ってください。

★印には、GビズID等の事業者情報が転記されています。

こちらの情報は、編集の必要がある場合は編集を行ってください。

①の「連絡先電話番号」は、必須項目です。本助成金の申請担当者の連絡先をご入力

ください。

②の「担当者メールアドレス」には、GビズIDの登録情報が表示されます。

不明点や修正箇所が生じた場合などに、このメールアドレスに事務局からの連絡が届きま

すので、GビズIDの登録情報と本助成金のご担当者が異なる場合は、本助成金のご担

当者のメールアドレスに変更してください。

★ ★

★ ★

★ ★

②①



28

Ⅵ．事業実施計画の中止（電子申請の手引き P.10、16）

※申請に必要な書類（電子ファイル）の提出欄です。提出書類

申請に必要な書類添付等が完了しました

ら、「申請する」を押下します。
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マイページから申請履歴にある「（タイトルなし）」を押下します。手順１

Ⅶ．申請事業主に係る変更（電子申請の手引き P.10、P.16～17）

ボタンを押下します。

 申請事業主に係る変更の申請方法

手順２ 事業の詳細から「提出可能な申請」にある「申請事業主に係る変更フォー
ム」の申請ボタンを押下します。
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Ⅶ．申請事業主に係る変更（電子申請の手引き P.10、P.16～17）

提出書類

 申請に必要な資料の準備

NO 書類名称 備考 部数

【法人・個人共通】

１ 申請事業主に係る事項の変更報告書（様式第８号）

※支給申請後に事業主の名称、所在地、代表者
氏名、代表者印のいずれかに変更があった場合
は、左記の書類を速やかに提出してください。

1部

【法人の場合】

１
商業・法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書）

※発行日から３か月以内のもの
1部

【個人の場合】

１
変更履歴が分かる証明書(住民票等)

※代表者の氏名、居住地変更の場合
1部

２
個人事業の開業・廃業等届出書の写し

※事業地の名称、所在地の変更の場合
1部

【個人から法人になった場合（法人成）】

１ 個人事業の開業・廃業等届出書の写し 1部

２ 法人設立届の写し 1部

３
商業・法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書）

※発行日から３か月以内のもの
1部
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★印には、GビズID等の事業者情報が転記されています。

こちらの情報は、申請画面での編集ができません。

編集の必要がある場合は「Gビズサイト」にて編集を行ってください。

また①の「代表者役職」は、画面右上ユーザー名の右側にある▼を押下し、下に出てくる

「自社情報の確認・編集」を押下し、事前入力いただければ以後は自動転記されます。

未登録の場合は空欄となっていますので、入力をお願いします。

Ⅶ．申請事業主に係る変更（電子申請の手引き P.10、P.16～17）

事業者基本情報

① ②

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★
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Ⅶ．申請事業主に係る変更（電子申請の手引き P.10、P.16～17）

申請担当者の連絡先

担当者メールアドレスは、申請画面では編集することができません。
編集の必要がある場合は「Gビズサイト」より変更を行ってください。

★印には、GビズID等の事業者情報が転記されています。

こちらの情報は、編集の必要がある場合は編集を行ってください。

①の「連絡先電話番号」は、必須項目です。本助成金の申請担当者の連絡先をご入力

ください。

②の「担当者メールアドレス」には、GビズIDの登録情報が表示されます。

不明点や修正箇所が生じた場合などに、このメールアドレスに事務局からの連絡が届きま

すので、GビズIDの登録情報と本助成金のご担当者が異なる場合は、本助成金のご担

当者のメールアドレスに変更してください。

★ ★

★ ★

★ ★

②①
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Ⅶ．申請事業主に係る変更（電子申請の手引き P.10、P.16～17）

※申請に必要な書類（電子ファイル）の提出欄です。提出書類

申請に必要な書類添付等が完了しました

ら、「申請する」を押下します。


